
議員提出議案第 １ 号 

   福岡市議会会議規則の一部を改正する規則案 

 

 上記の議案を次のとおり福岡市議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

令和６年３月28日 

 福 岡 市 議 会 

  議長 打 越 基 安 様 

 

   提出者 福 岡 市 議 会 議 員 

       もろくま 英文      とみなが ひろゆき      石 本 優 子 

       川 上 陽 平      津 田 信太郎      篠 原 達 也 

       尾 花 康 広      橋 口 えりな      藤 野 哲 司 

       新 村 まさる      阿 部 正 剛      倉 元 達 朗 

       井 上 ま い      田 中 たかし      近 藤 里 美 

 

 理由 

 この規則案を提出したのは、議場に入る者の携帯品に係る規定について所要の改正を行うと

ともに、常用漢字の変更に伴う字句の整理等、規定の整備を行う必要があるによる。 

 

   福岡市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 福岡市議会会議規則（昭和33年福岡市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 題名の次に次の目次を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条―第13条） 

 第２章 議案及び動議（第14条―第19条） 

 第３章 議事日程（第20条―第24条） 

 第４章 選挙（第25条―第33条） 

 第５章 議事（第34条―第47条） 

 第６章 発言（第48条―第63条） 

 第７章 委員会（第64条―第76条） 

 第８章 表決（第77条―第87条） 

 第９章 公聴会及び参考人（第88条―第95条） 

 第10章 請願（第96条―第102条） 

 第11章 秘密会（第103条・第104条） 

 第12章 紀律（第105条―第112条） 

 第13章 懲罰（第113条―第119条） 

 第14章 会議録（第120条―第124条） 

 第15章 議員の派遣（第125条） 

 第16章 補則（第126条） 

 附則 

 第４条第１項中「はかつて」を「諮つて」に改める。 

 第７条中「すべて」を「全て」に改める。 



 第９条第２項ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。 

 第10条第４項中「）（以下」を「。以下」に改める。 

 第14条及び第17条中「そなえ」を「備え」に改める。 

 第18条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。 

 第19条第１項中「又」を「又は」に改める。 

 第20条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。 

 第21条中「はかつて」を「諮つて」に改める。 

 第23条中「終らなかつた」を「終わらなかつた」に改める。 

 第24条第１項中「終つた」を「終わつた」に改め、同条第２項中「終らない」を「終わらな

い」に、「はかつて」を「諮つて」に改める。 

 第28条第１項中「確めなければ」を「確かめなければ」に改める。 

 第29条中「投票を備え付け」を「投票用紙を備付け」に改める。 

 第30条中「終つた」を「終わつた」に、「確め」を「確かめ」に改める。 

 第31条第３項中「聞いて」を「聴いて」に改める。 

 第35条ただし書中「はかつてきめる」を「諮つて決める」に改める。 

 第37条第１項中「聞き」を「聴き」に改め、同条第３項中「はかつて」を「諮つて」に改め

る。 

 第38条中「まつて」を「待つて」に改める。 

 第40条及び第42条中「終つた」を「終わつた」に改める。 

 第44条第２項中「終らなかつた」を「終わらなかつた」に改める。 

 第48条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第49条第４項中「当つて」を「当たつて」に改める。 

 第50条第１項中「すべて」を「全て」に、「終つた」を「終わつた」に改める。 

 第52条中「終つた」を「終わつた」に改め、同条ただし書中「終る」を「終わる」に改める。 

 第53条第１項中「すべて」を「全て」に、「又は」を「、又は」に、「こえて」を「超えて」

に改め、同条第３項中「当つて」を「当たつて」に改める。 

 第54条中「こえる」を「超える」に改める。 

 第57条中「終らなかつた」を「終わらなかつた」に改める。 

 第58条第１項中「終つた」を「終わつた」に改め、同条第３項中「はかつて」を「諮つて」

に改める。 

 第63条中「写」を「写し」に改め、同条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。 

 第66条第２項中「終る」を「終わる」に改める。 

 第67条第１項中「聞く」を「聴く」に改め、同条第２項中「申し出」を「申出」に改める。 

 第76条中「終つた」を「終わつた」に改める。 

 第77条中「とろう」を「採ろう」に改める。 

 第80条の見出し中「起立」の次に「又は挙手」を加え、同条第１項中「とろう」を「採ろう」

に、「者を」を「者に」に、「挙手」を「挙手を」に改め、同条第２項中「とらなければ」を

「採らなければ」に改める。 

 第81条第１項中「とる」を「採る」に改める。 

 第84条中「第27条、第28条、第29条、第30条、第31条」を「第27条から第31条まで」に改め

る。 

 第86条中「はかる」を「諮る」に改め、同条ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」

に改める。 



 第87条第１項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第２項中「とる」を「採

る」に改め、同項ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改め、同条第３項中「すべて」を「全

て」に、「とる」を「採る」に改める。 

 「第９章 公聴会、参考人」を「第９章 公聴会及び参考人」に改める。 

 第95条中「第91条」を「第91条第１項及び第３項」に、「第94条第１項」を「前条第１項」

に改める。 

 第96条第１項中「記名押印」を「記名押印を」に改め、同条第２項中「、法人」を「並びに

法人」に、「記名押印」を「記名押印を」に改め、同条第３項中「記名押印」を「記名押印を」

に改める。 

 第106条中「外とう、えり巻、つえ、かさ」を「コート、マフラー、傘」に、「着用」を「着

用し」に改め、同条ただし書中「議長の許可を得たときは」を「会議への出席に必要と認めら

れる物であつて議長にあらかじめ届け出たものについては」に改める。 

 第112条中「すべて」を「全て」に改め、同条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。 

 第114条第１項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第２項中「基く」を「基づく」

に改める。 

 第116条中「こえる」を「超える」に改める。 

 第120条第１項中「通り」を「とおり」に改める。 

 第122条中「取消を」を「取消しを」に、「第123条」を「次条」に、「取消した」を「取り

消した」に改める。 

 第123条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「取消し」を「取り消し、」に改め

る。 

 第125条第３項中「当つて」を「当たつて」に改める。 

 第126条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


